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2020年 特訓問題集 ２ 中小企業経営・政策                       

中小企業施策 【改正表】 

 法令改正等により、標記書籍に掲載されている内容に変更・追加・削除項目がござい

ます。恐れ入りますが、下記の内容へ変更のうえご利用いただきますようお願いいたし

ます。（下線部が変更点です）。 

 

２. 頻出基本編 

  
１．第 14 問 中小企業関連税制① 穴埋め問題編 

改正前 改正後 

●穴埋め問題編 

問題 

 

（４）欠損金の繰越控除・繰戻還付 

 青色申告書を提出する中小企業は、事業

年度に欠損金が生じた場合、翌年度以後 

 ⑥  年間（平成 30 年 4 月 1 日以後開始

事業年度は ⑦  年間）は、所得金額から

その欠損金を損金に算入する形で順次繰

り越して控除することができる。また、青

色申告書を提出する資本金１億円以下の

中小企業は、事業年度に欠損金が生じた場

合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の

所得金額で除した値に、前事業年度の 

 ⑧  額を乗じて得た金額の還付を受け

ることができる。 

 

 

 

 

●穴埋め問題編 

問題 

 

（４）欠損金の繰越控除・繰戻還付 

 青色申告書を提出する中小企業は、事業

年度に欠損金が生じた場合、翌年度以後 

 ⑥  年間（平成 30 年 4 月 1 日以後開始

事業年度は ⑦  年間）は、所得金額から

その欠損金を損金に算入する形で順次繰

り越して控除することができる。また、青

色申告書を提出する資本金１億円以下の

中小企業（令和 2 年 2 月 1 日から令和 4 年

1月 31日までの間に終了する事業年度につ

いては、資本金 10 億円以下の中堅企業を

含む）は、事業年度に欠損金が生じた場合、

当事業年度の欠損金額を前事業年度の所

得金額で除した値に、前事業年度の 

 ⑧  額を乗じて得た金額の還付を受け

ることができる。 

 

 
２．第 20 問 JAPAN ブランド育成支援事業 

改正前 改正後 

問題・解答・解説 全て 削除 
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３. 重要図表編 

 
１．第４問 農商工等連携促進法  

改正前 改正後 

図表 

 

図表 

削除 

 

 
２．第５問 中小企業地域資源活用促進法  

改正前 改正後 

図表 

 

図表 

削除 

 

 
３．第 20 問 中心市街地活性化対策   

改正前 改正後 

図表 

 

図表 

削除 

 

 
 

４. 応用編 

 
１．第３問 農商工等連携  

改正前 改正後 

解説 

（設問２） 

 

エ 不適切である。農商工等連携事業計画

の認定を受けた中小企業者は、試作品開

発、展示会出展等に係る費用として、上限

を 500 万円（補助率 1/2 以内）とする国内・

海外販路開拓強化支援事業費補助金を活

用することができる。ただし、機械・ＩＴ

等を用いて農林漁業の生産性向上を目的

とした事業の場合には、１回目の上限が

1,000 万円（補助率 2/3 以内）となる。 

 

解説 

（設問２） 

 

エ 不適切である。国内・海外販路開拓強

化支援事業費補助金は終了している。 
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２．第６問 事業継続力強化  

改正前 改正後 

問題 

 

Ｋ氏：「ありがとうございます。良い制度

だと思うのですが、計画策定が難しそうで

すね。」 

Ｌ氏：「計画策定をサポートするために、

ハンズオン支援や Ｄ  の開催による支

援が始まっています。これらを活用してみ

てはいかがでしょうか。」 

 

（設問２） 

 文中の空欄ＣとＤに入る語句の組み合

わせとして、最も適切なものはどれか。 

 

ア Ｃ：都道府県知事  

Ｄ：オンライン相談会 

イ Ｃ：都道府県知事   

Ｄ：ワークショップ 

ウ Ｃ：経済産業大臣   

Ｄ：オンライン相談会 

エ Ｃ：経済産業大臣   

Ｄ：ワークショップ 

 

解説 

（設問２） 

 中小企業は事業継続力強化計画を作成、

申請し、経済産業大臣の認定を受けること

ができる。認定を受けた中小企業には、税

制優遇や金融支援、補助金の加点などの支

援策が設けられている。なお、事業継続力

強化計画には、単独の企業で作成・申請す

る事業継続力強化計画と、複数の企業が連

携して計画・申請する連携事業継続力強化

計画がある。 

 また、事業継続力強化計画を作成にあた

っては、中小企業の取組を後押しするた

め、専門家派遣による計画策定支援事業

（ハンズオン支援）や、計画策定の体験が

できるワークショップが開催されている。 

 よって、空欄Ｃには「経済産業大臣」、

空欄Ｄには「ワークショップ」が入るため、

正解はエとなる。 

 

問題 

 

Ｋ氏：「ありがとうございます。」 

 

 

 

 

 

 

 

（設問２） 

 文中の空欄Ｃ入る語句として、最も適切

なものはどれか。 

 

ア Ｃ：市町村の長  

 

イ Ｃ：都道府県知事   

 

ウ Ｃ：内閣総理大臣   

 

エ Ｃ：経済産業大臣   

 

 

解説 

（設問２） 

 中小企業は事業継続力強化計画を作成、

申請し、経済産業大臣の認定を受けること

ができる。認定を受けた中小企業には、税

制優遇や金融支援、補助金の加点などの支

援策が設けられている。なお、事業継続力

強化計画には、単独の企業で作成・申請す

る事業継続力強化計画と、複数の企業が連

携して計画・申請する連携事業継続力強化

計画がある。 

 よって、空欄Ｃには「経済産業大臣」が

入るため、正解はエとなる。 
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５. その他 

 
１．新型コロナウイルス感染症に関する支援策  
 
 新型コロナウイルス感染症に関する支援策については、経済産業省のホームページ
（https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html）をご参照ください。 

 
以上 


